
目

次

（
�
印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

告

示

�
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
る
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請
（
三
件
）

（
環
境
管
理
課
）

一

�
土
地
収
用
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
認
定

（
土
木
監
理
課
）

六

�
道
路
の
供
用
開
始
（
二
件
）

（
道
路
保
全
課
）

八

公

告

�
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請

（
県
民
参
画
課
）

�
一
般
競
争
入
札
の
実
施
（
三
件
）

（
直
島
環
境
セ
ン
タ
ー
）

九

�
土
地
改
良
事
業
の
同
意

（
土
地
改
良
課
）

一
三

�
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
の
届
出

（

〃

）

一
四

�
県
営
土
地
改
良
事
業
に
係
る
換
地
計
画
の
決
定

（

〃

）

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

�
公
職
選
挙
法
施
行
令
の
規
定
に
よ
る
老
人
ホ
ー
ム
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ

き
老
人
ホ
ー
ム
の
指
定

●
香
川
県
告
示
第
四
十
七
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
概
要
を
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く

事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
一
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

第 ８ 号

平 成１７年

１月２８日（金曜日）

告

示

共
同
調
理
場
に
設
置
さ
れ
る
ち
ゅ
う
房
施
設

約
２
，０４０
ｍ
２
５
，０００
食
／
日

許
可
後

着
手
後
３
月

完
成
後

４
時
間
稼
動
し
、
１
時
間
休
む
。
８
時
間
使
用

最
大

５
．５
～
１０

５００

３５０

１５０３０５６０

通
常

５
．５
～
１０

５００

３５０

１５０３０５６０

種
類

能
力

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日

当
た
り
の
使
用
時
間

項
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的
（
�

／�
）

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素
（
�

／�
）

要
求

量

浮
遊
物
質
量
（
�

／�
）

窒
素
含
有
量
（
�

／�
）

り
ん
含
有
量
（
�

／�
）

ノルマルヘキサン
抽
出
物
質
（
�

／�
）

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態 工期等

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

１
申
請
の
概
要

�
申
請
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

東
か
が
わ
市
湊
１８４７

番
地
１

東
か
が
わ
市
長

中
條
弘
矩

�
事
業
場
の
所
在
地
及
び
名
称

東
か
が
わ
市
松
原
８７０
番
地
５
他
６
筆

東
か
が
わ
市
給
食
セ
ン
タ
ー

�
特
定
施
設
に
関
す
る
事
項

香

川

県

報

平
成
十
七
年
一
月
二
十
八
日

（
第
九
二
〇
五
号
）

一



�
汚
水
等
の
処
理
施
設
に
関
す
る
事
項

	
排
出
水
の
汚
染
状
態
及
び
量

２
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

�
期
間

平
成
１７
年
１
月
２８
日
か
ら

平
成
１７
年
２
月
１８
日
ま
で

�
場
所

香
川
県
環
境
森
林
部
環
境
管
理
課
及
び
東
か
が
わ
市
市
民
部
市
民
生
活
課

●
香
川
県
告
示
第
四
十
八
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
概
要
を
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く

事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
一
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

１０５
１０５

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量（


／日
）

排
水
処
理
施
設

埋
設
型

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製

１１５
ｍ
３／
日

消
化
液
循
環
脱
窒
＋
担
体
流
動
ば
っ
気
＋
急
速
砂
ろ
過

処
理

後

最
大

５
．８
～
８
．６２０２０４０１５２５

１１５

通
常

５
．５
～
１０２０２０４０１５２５

１１５

許
可
後

着
手
後
３
月

完
成
後

連
続
２４
時
間

処
理

前

最
大

５
．８
～
８
．６

５００

３５０

１５０３０５６０

１１５

通
常

５
．５
～
１０

５００

３５０

１５０３０５６０

１１５

種
類

型
式

構
造

能
力

汚
水
等
の
処
理
方
式

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日

当
た
り
の
使
用
時
間

項
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的
（
�

／�
）

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素
（
�

／�
）

要
求

量

浮
遊
物
質
量
（
�

／�
）

窒
素
含
有
量
（
�

／�
）

り
ん
含
有
量
（
�

／�
）

ノルマルヘキサン
抽
出
物
質
（
�

／�
）

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量（


／日
）

処
理
前
及

び
処
理
後

の
汚
水
等

の
汚
染
状

態 工期等

第
１

排
水

口

最
大

５
．８
～
８
．６２０２０４０１５２５

３
，０００

１１５

通
常

５
．８
～
８
．６２０２０４０１５２５０

１１５

区
分

項
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的
（
�

／�
）

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素
（
�

／�
）

要
求

量

浮
遊
物
質
量
（
�

／�
）

窒
素
含
有
量
（
�

／�
）

り
ん
含
有
量
（
�

／�
）

ノルマルヘキサン
抽
出
物
質
（
�

／�
）

大
腸
菌
群
数
（
個

／�
）

排
出
水
の
量

（



／日
）

排
出
水
の

汚
染
状
態

香

川

県

報

平
成
十
七
年
一
月
二
十
八
日

（
第
九
二
〇
五
号
）

二



冷
凍
調
理
食
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
湯
煮
施
設
及
び
洗
浄

施
設

�
茹
槽
４
，０００
食
／
時

２
基


水
洗
槽
４
，０００
食
／
時

２
基

�
冷
却
槽
４
，０００
食
／
時

４
基

許
可
日

工
事
着
手
後
１０
日

完
成
日

断
続
１６
時
間
使
用

最
大

５
．８
～
８
．６

６１０

５２５

１７０３０５

通
常

６
．０
～
８
．０

５２０

４５５

１３０１０２

種
類

能
力

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日

当
た
り
の
使
用
時
間

項
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的
（
�

／�
）

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素
（
�

／�
）

要
求

量

浮
遊
物
質
量
（
�

／�
）

窒
素
含
有
量
（
�

／�
）

り
ん
含
有
量
（
�

／�
）

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態 工期等

冷
凍
調
理
食
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
湯
煮
施
設

ボ
イ
ル
槽
５００
kg／

時
１
基

許
可
日

工
事
着
手
後
１０
日

完
成
日

種
類

能
力

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

工期等

冷
凍
調
理
食
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
原
料
処
理
施
設

角
切
り
ス
ラ
イ
サ
ー
３００
kg／

時
１
基

最
大

５
．８
～
８
．６

８００

８００

３００３０５２

許
可
日

工
事
着
手
後
１０
日

完
成
日

断
続
８
時
間
使
用

通
常

６
．０
～
８
．０

７５０

７５０

２００１０２２

種
類

能
力

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日

当
た
り
の
使
用
時
間

項
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的
（
�

／�
）

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素
（
�

／�
）

要
求

量

浮
遊
物
質
量
（
�

／�
）

窒
素
含
有
量
（
�

／�
）

り
ん
含
有
量
（
�

／�
）

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量（


／日
）

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態 工期等

２６０
２４８

合
計

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量

（



／日
）

１
申
請
の
概
要

�
申
請
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

観
音
寺
市
坂
本
町
五
丁
目
１８
番
３７
号

株
式
会
社
加
ト
吉

代
表
取
締
役

加
藤
義
和

�
事
業
場
の
所
在
地
及
び
名
称

仲
多
度
郡
多
度
津
町
西
港
町
８
－
３

株
式
会
社
加
ト
吉

中
央
工
場

�
特
定
施
設
に
関
す
る
事
項

香

川

県

報

平
成
十
七
年
一
月
二
十
八
日

（
第
九
二
〇
五
号
）

三



�
汚
水
等
の
処
理
施
設
に
関
す
る
事
項

変
更
な
し

	
排
出
水
の
汚
染
状
態
及
び
量

第
１

排
水

口

最
大

５
．８
～
８
．６２５２５２５１６２１０

３
，０００

４１５

通
常

５
．８
～
８
．６１５１５１５８１５

２
，０００

３７０

区
分

項
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的
（
�

／�
）

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素
（
�

／�
）

要
求

量

浮
遊
物
質
量
（
�

／�
）

窒
素
含
有
量
（
�

／�
）

り
ん
含
有
量
（
�

／�
）

ノルマルヘキサン
抽
出
物
質
（
�

／�
）

大
腸
菌
群
数
（
個

／�
）

排
出
水
の
量

（



／日
）

排
出
水
の

汚
染
状
態

最
大

５
．８
～
８
．６

６００

５００

２００３０５１１

断
続
８
時
間
使
用

通
常

６
．０
～
８
．０

５００

４００

１５０１０２１０

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日

当
た
り
の
使
用
時
間

項
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的
（
�

／�
）

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素
（
�

／�
）

要
求

量

浮
遊
物
質
量
（
�

／�
）

窒
素
含
有
量
（
�

／�
）

り
ん
含
有
量
（
�

／�
）

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量（


／日
）

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態

冷
凍
調
理
食
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
洗
浄
施
設

水
洗
槽
３００
kg／

時
２
基

最
大

５
．８
～
８
．６

５５０

４５０

２００３０

許
可
日

工
事
着
手
後
１０
日

完
成
日

断
続
８
時
間
使
用

通
常

６
．０
～
８
．０

４５０

３５０

１００１０

種
類

能
力

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日

当
た
り
の
使
用
時
間

項
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的
（
�

／�
）

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素
（
�

／�
）

要
求

量

浮
遊
物
質
量
（
�

／�
）

窒
素
含
有
量
（
�

／�
）

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態 工期等

５１０

２８

り
ん
含
有
量
（
�

／�
）

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量（


／日
）

（
備
考
）

今
回
の
申
請
と
あ
わ
せ
て
、
既
設
特
定
施
設
の
一
部
を
廃
止
す
る
た
め
、
当
該
工
場
か
ら
排

出
さ
れ
る
排
出
水
の
汚
染
状
態
及
び
量
並
び
に
汚
濁
負
荷
量
に
増
減
は
な
い
。

２
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

�
期
間

平
成
１７
年
１
月
２８
日
か
ら

平
成
１７
年
２
月
１８
日
ま
で

�
場
所

香
川
県
環
境
森
林
部
環
境
管
理
課
及
び
多
度
津
町
環
境
課

香

川

県

報

平
成
十
七
年
一
月
二
十
八
日

（
第
九
二
〇
五
号
）

四



●
香
川
県
告
示
第
四
十
九
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
概
要
を
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く

事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
一
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

５００

４００４０１０２

４００

３００１５５１

化
学
的
酸
素
（
�

／�
）

要
求

量

浮
遊
物
質
量
（
�

／�
）

窒
素
含
有
量
（
�

／�
）

り
ん
含
有
量
（
�

／�
）

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量（


／日
）

冷
凍
調
理
食
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
原
料
処
理
施
設

フ
ー
ド
カ
ッ
タ
ー
３００
kg／

時
１
基

許
可
日

許
可
日

完
成
日

断
続
８
時
間
使
用

最
大

５
．８
～
８
．６

６００

通
常

６
．０
～
７
．５

５００

種
類

能
力

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日

当
た
り
の
使
用
時
間

項
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的
（
�

／�
）

酸
素
要
求
量

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態 工期等

冷
凍
調
理
食
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
原
料
処
理
施
設

ミ
キ
サ
ー
６０
kg／

回
１
基

許
可
日

許
可
日

完
成
日

断
続
８
時
間
使
用

最
大

５
．８
～
８
．６

５００

４００

３００４０１０３

通
常

６
．０
～
７
．５

４００

３００

２００１５５３

種
類

能
力

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日

当
た
り
の
使
用
時
間

項
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的
（
�

／�
）

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素
（
�

／�
）

要
求

量

浮
遊
物
質
量
（
�

／�
）

窒
素
含
有
量
（
�

／�
）

り
ん
含
有
量
（
�

／�
）

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量（


／日
）

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態 工期等

冷
凍
調
理
食
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
洗
浄
施
設

種
類

１
申
請
の
概
要

�
申
請
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

観
音
寺
市
坂
本
町
五
丁
目
１８
番
３７
号

株
式
会
社
加
ト
吉

代
表
取
締
役

加
藤
義
和

�
事
業
場
の
所
在
地
及
び
名
称

善
通
寺
市
中
村
町
１
丁
目
５
－
１８

株
式
会
社
加
ト
吉

善
通
寺
工
場

�
特
定
施
設
に
関
す
る
事
項

香

川

県

報

平
成
十
七
年
一
月
二
十
八
日

（
第
九
二
〇
五
号
）
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�
汚
水
等
の
処
理
施
設
に
関
す
る
事
項

変
更
な
し

	
排
出
水
の
汚
染
状
態
及
び
量

●
香
川
県
告
示
第
五
十
号

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
事
業
の
認
定
を
し
た

の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
一
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

起
業
者
の
名
称

さ
ぬ
き
市

二

事
業
の
種
類

さ
ぬ
き
市
隣
保
館
及
び
長
尾
西
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
会
館
建
設
事
業

４０４０２０４５

３
，０００

２４１
．５

３５３０５２４

２
，０００

１９４

４０４０２０４５

３
，０００

２５１
．５

３５３０５２４

２
，０００

２０１

化
学
的
酸
素
（
�

／�
）

要
求

量

浮
遊
物
質
量
（
�

／�
）

窒
素
含
有
量
（
�

／�
）

り
ん
含
有
量
（
�

／�
）

ノルマルヘキサン
抽
出
物
質
（
�

／�
）

大
腸
菌
群
数
（
個

／�
）

排
出
水
の
量

（



／日
）

�
水
槽
２００
�
／
回

１
基


水
槽
５００
�
／
回

３
基

許
可
日

許
可
日

完
成
日

断
続
８
時
間
使
用

最
大

５
．８
～
８
．６

５００

４００

３００４０１０２９

通
常

６
．０
～
７
．５

４００

３００

２００１５５２６

能
力

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日

当
た
り
の
使
用
時
間

項
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的
（
�

／�
）

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素
（
�

／�
）

要
求

量

浮
遊
物
質
量
（
�

／�
）

窒
素
含
有
量
（
�

／�
）

り
ん
含
有
量
（
�

／�
）

�
×
１
基


×
３
基

排
出
さ
れ
る
汚
水
等

の
量

（



／日
）

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態 工期等

第
１

排
水

口

変
更

後

最
大

５
．８
～
８
．６４０

通
常

５
．８
～
８
．６３５

変
更

前

最
大

５
．８
～
８
．６４０

通
常

５
．８
～
８
．６３５

区
分

項
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的
（
�

／�
）

酸
素
要
求
量

排
出
水
の

汚
染
状
態

第
２
～
４
排
水
口
：
雨
水

第
５
排
水
口
：
間
接
冷
却
水
（
通
常
１
ｍ
３／
日
～
最
大
１
．５
ｍ
３／
日
）

（
備
考
）

今
回
の
申
請
と
あ
わ
せ
て
、
既
設
特
定
施
設
の
一
部
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
生

活
雑
排
水
を
下
水
道
に
放
流
す
る
た
め
、
当
該
工
場
か
ら
排
出
さ
れ
る
排
出
水
の
量

並
び
に
汚
濁
負
荷
量
は
減
少
す
る
。

２
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

�
期
間

平
成
１７
年
１
月
２８
日
か
ら

平
成
１７
年
２
月
１８
日
ま
で

�
場
所

香
川
県
環
境
森
林
部
環
境
管
理
課
及
び
善
通
寺
市
市
民
部
生
活
環
境
課

香

川

県

報

平
成
十
七
年
一
月
二
十
八
日

（
第
九
二
〇
五
号
）
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三

起
業
地

１

収
用
の
部
分

さ
ぬ
き
市
長
尾
西
字
荒
井
地
内

２

使
用
の
部
分

な
し

四

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由

平
成
十
六
年
十
二
月
十
六
日
に
さ
ぬ
き
市
よ
り
申
請
の
あ
っ
た
さ
ぬ
き
市
隣
保
館
及
び
長
尾
西
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
会
館
建
設
事
業
（
以
下
「
本
件
事
業
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
事
業
認
定
の
理
由
は
、
以
下

の
と
お
り
で
あ
る
。

１

土
地
収
用
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

さ
ぬ
き
市
隣
保
館
は
、
土
地
収
用
法
第
三
条
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
「
社
会
福
祉
法
に
よ
る
社
会

福
祉
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
」
に
、
長
尾
西
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
会
館
は
、
同
条
第
三
十
二
号
に
掲
げ

る
「
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
公
共
の
用
に
供
す
る
施
設
」
に
該
当
す
る
。

こ
の
た
め
、
本
件
事
業
は
、
土
地
収
用
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

２

土
地
収
用
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

本
件
事
業
の
起
業
者
で
あ
る
さ
ぬ
き
市
は
、
本
年
度
予
算
に
お
い
て
用
地
取
得
に
要
す
る
経
費
を

計
上
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
の
実
施
は
確
実
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
た
め
、
本
件
事
業
は
、
土
地
収
用
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

３

土
地
収
用
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

�

さ
ぬ
き
市
隣
保
館
建
設
の
妥
当
性

隣
保
館
は
、
社
会
福
祉
法
第
二
条
第
三
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
隣
保
事
業
を
実
施
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
社
会
福
祉
施
設
で
あ
り
、
地
域
に
お
け
る
人
権
啓
発
の
拠
点
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

現
在
さ
ぬ
き
市
に
は
、
旧
長
尾
町
が
平
成
八
年
に
建
設
し
た
隣
保
館
（
辛
立
文
化
セ
ン
タ
ー
）

が
設
置
さ
れ
て
い
る
が
、
対
象
地
域
が
旧
長
尾
町
か
ら
さ
ぬ
き
市
へ
と
拡
大
し
た
こ
と
に
伴
う
利

用
者
の
増
加
に
よ
り
、
施
設
が
狭
隘
化
し
て
い
る
。
ま
た
、
対
象
地
域
が
広
域
化
し
た
こ
と
か
ら
、

自
家
用
車
に
よ
る
来
館
者
が
増
加
し
、
駐
車
場
の
不
足
が
顕
著
に
な
っ
て
い
る
。

さ
ぬ
き
市
隣
保
館
建
設
事
業
は
こ
の
よ
う
な
状
況
を
改
善
す
る
た
め
計
画
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

隣
保
館
の
利
便
性
が
高
ま
り
、
よ
り
多
く
の
住
民
が
隣
保
館
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
さ
ぬ
き
市
に

お
け
る
よ
り
一
層
の
隣
保
事
業
の
推
進
を
図
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
さ
ぬ
き
市
隣
保
館
を
建
設
す
る
妥
当
性
が
認
め
ら
れ
る
。



長
尾
西
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
会
館
建
設
の
妥
当
性

長
尾
西
地
区
は
、
自
治
会
活
動
が
盛
ん
な
地
域
で
あ
り
、
自
治
会
単
位
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
設

は
整
備
さ
れ
て
い
る
が
、
地
区
単
位
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
設
は
設
置
さ
れ
て
い
な
い
。
長
尾
西
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
会
館
の
建
設
に
よ
り
、
従
来
の
地
縁
を
中
心
と
し
た
自
治
会
活
動
に
加
え
て
、
文
化

や
福
祉
等
を
中
心
と
し
た
広
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
の
推
進
を
図
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
長
尾
西
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
会
館
を
建
設
す
る
妥
当
性
が
認
め
ら
れ
る
。

�

同
一
敷
地
に
建
設
す
る
理
由

両
施
設
は
共
に
広
域
の
住
民
を
対
象
と
し
た
施
設
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
駐
車
場
の
整
備
が
不
可

欠
で
あ
る
。
両
施
設
を
同
一
敷
地
に
建
設
し
、
駐
車
場
を
共
用
す
る
こ
と
で
、
用
地
取
得
面
積
及

び
造
成
費
等
の
工
事
費
の
削
減
を
図
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
こ
と
か
ら
、
両
施
設
を
同
一
敷
地
に

建
設
す
る
妥
当
性
が
認
め
ら
れ
る
。

�

周
辺
へ
の
影
響

起
業
地
内
に
倉
庫
が
あ
る
も
の
の
、
大
部
分
は
農
地
で
あ
る
。
ま
た
、
建
設
さ
れ
る
施
設
も
平

屋
建
て
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
周
辺
環
境
へ
の
影
響
は
軽
微
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

�

起
業
地
の
選
定

本
件
事
業
の
起
業
地
の
選
定
に
あ
た
っ
て
は
、
社
会
的
、
技
術
的
、
経
済
的
見
地
か
ら
三
案
の

候
補
地
の
比
較
検
討
を
行
い
、
最
も
適
切
な
案
を
採
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。

ま
た
、
起
業
地
の
範
囲
は
、
事
業
の
実
施
に
必
要
最
小
限
の
範
囲
に
限
定
さ
れ
て
い
る
と
認
め

ら
れ
る
。

�

�
か
ら
�
に
述
べ
た
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
は
土
地
の
適
正
か
つ
合
理
的
な
利
用
に
寄
与
す
る

も
の
と
認
め
ら
れ
る
た
め
、
土
地
収
用
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

４

土
地
収
用
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

さ
ぬ
き
市
隣
保
館
建
設
事
業
は
、
同
市
に
お
け
る
人
権
啓
発
の
拠
点
で
あ
る
隣
保
館
の
利
便
性
を

高
め
る
こ
と
を
目
的
に
計
画
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
整
備
効
果
は
、
広
く
市
民
全
体
に
及
ぶ
も

の
で
あ
る
。

ま
た
、
長
尾
西
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
会
館
建
設
事
業
は
、
地
域
住
民
が
よ
り
広
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活

動
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
を
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
に
計
画
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
整
備
効

果
は
、
地
域
住
民
全
体
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。

香

川

県

報

平
成
十
七
年
一
月
二
十
八
日

（
第
九
二
〇
五
号
）
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以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
に
は
、
土
地
を
収
用
す
る
公
益
上
の
必
要
が
認
め
ら
れ
、
土
地
収

用
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

５

結
論

１
か
ら
４
ま
で
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
本
件
事
業
は
土
地
収
用
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を

充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

以
上
の
理
由
に
よ
り
、
本
件
事
業
に
つ
い
て
、
土
地
収
用
法
第
二
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
事
業

の
認
定
を
す
る
も
の
で
あ
る

五

土
地
収
用
法
第
二
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所

さ
ぬ
き
市
市
民
部
人
権
推
進
課

●
香
川
県
告
示
第
五
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
一
月
二
十
八
日
か
ら
同
年

二
月
十
八
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
一
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
主
要
地
方
道
）

二

路

線

名

美
馬
塩
江
線
（
七
号
）

三

道
路
の
区
域

四

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
七
年
一
月
二
十
八
日

●
香
川
県
告
示
第
五
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
一
月
二
十
八
日
か
ら
同
年

二
月
十
八
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
一
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

国
道
（
一
般
）

二

路

線

名

三
百
七
十
七
号

三

道
路
の
区
域

四

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
七
年
一
月
二
十
八
日

●
香
川
県
公
告
第
五
十
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
書
類
は
、
香
川
県
政
策
部
県
民
参
画
課
に
備
え
置
き
、
平
成
十
七
年
三
月
十
八
日
ま
で
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
一
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 公

告

区

間

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

香
川
郡
塩
江
町
大
字
上
西
字
桧
下
乙
三
七
三
番
一

地
先
か
ら

香
川
郡
塩
江
町
大
字
上
西
字
桧
下
乙
三
二
二
番
地

先
ま
で

一
〇
・
〇

〜
三
七
・
〇

一
九
二

平
成
十
三
年

香
川
県
告
示

第
四
百
十
六

号
で
変
更
し

た
区
域
の
一

部

区

間

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

仲
多
度
郡
仲
南
町
大
字
佐
文
字
觀
田
原
五
八
五
番

一
地
先
か
ら

仲
多
度
郡
仲
南
町
大
字
佐
文
字
觀
田
原
五
六
三
番

地
先
ま
で

一
〇
・
八

〜
一
六
・
二

四
四

平
成
十
六
年

香
川
県
告
示

第
三
百
三
十

一
号
で
変
更

し
た
区
域
の

一
部

香

川

県

報

平
成
十
七
年
一
月
二
十
八
日

（
第
九
二
〇
五
号
）

八



平
成
十
七
年
一
月
十
三
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
す
ば
る

長
谷
川

勇

東
か
が
わ
市
松
原
一
〇
一
一
番
地
二

三

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
高
齢
者
に
対
し
て
、
福
祉
の
増
進
並
び
に
能
力
の
維
持
発
展
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、

暮
ら
し
や
す
い
高
齢
社
会
の
創
造
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
五
十
一
号

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
（
以
下
「
入
札
」
と
い
う
。
）
を
行
う
の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
関
す
る

香
川
県
会
計
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
香
川
県
規
則
第
八
十
五
号
）
第
六
条
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
ら
れ
た
香
川
県
会
計
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
香
川
県
規
則
第
十
九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い

う
。
）
第
百
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、
本
公
告
に
お
け
る
調
達
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
（
世
界
貿
易
機
関
）
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

（
平
成
七
年
条
約
第
二
十
三
号
）
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
十
七
年
一
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

調
達
内
容

１

購
入
等
件
名
及
び
予
定
数
量

生
石
灰

一
、
五
六
〇
、
〇
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム

２

調
達
案
件
の
特
質
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

３

納
入
期
間

平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

４

納
入
場
所

小
豆
郡
土
庄
町
豊
島
家
浦

５

入
札
方
法

入
札
金
額
は
、
対
象
物
品
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
の
単
価
を
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
、
落
札
決
定

に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
額
を
加

算
し
た
金
額
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課

税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
金
額
の
百
五
分
の
百
に

相
当
す
る
金
額
（
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
は
、
小
数
点
第
二
位
ま
で
の
額
）
を
入
札
書
に
記

載
す
る
こ
と
。

二

入
札
参
加
資
格

次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
。

１

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し

な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
契
約
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
に
お
い
て
、
本
公
告
日
現

在
Ａ
級
に
格
付
け
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

な
お
、
本
公
告
日
現
在
Ａ
級
に
格
付
け
さ
れ
て
い
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
七
年
三
月
七
日

ま
で
に
「
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
」
を
香
川
県
出
納
局
会
計
課
に
提
出
し
て
、
Ａ
級
格
付

け
の
可
否
の
審
査
を
受
け
る
こ
と
。

３

県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
の
措
置
を
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る

こ
と
。

４

本
公
告
に
係
る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
。

５

過
去
三
年
間
（
平
成
十
四
年
一
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
十
七
年
一
月
二
十
七
日
ま
で
の
間
を
い

う
。
）
に
お
い
て
、
本
公
告
に
示
し
た
購
入
物
品
と
同
種
又
は
類
似
物
品
の
販
売
実
績
が
あ
る
こ
と
。

６

本
公
告
に
示
し
た
購
入
物
品
の
規
格
に
合
致
し
た
物
品
を
確
実
に
納
入
し
得
る
こ
と
を
証
明
し
た

者
で
あ
る
こ
と
。

三

入
札
者
に
要
求
さ
れ
る
事
項

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
二
の
５
及
び
６
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

を
平
成
十
七
年
三
月
七
日
午
後
五
時
ま
で
に
四
の
１
の
場
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

入
札
者
は
、
当
該
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
書
類
を
審
査
し
た
結
果
、
当
該
物
品
を
適
切
か
つ
確
実
に
納
入
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
認
め
ら
れ
た
者
に
限
り
入
札
の
対
象
と
す
る
。

四

入
札
書
の
提
出
場
所
等

１

入
札
書
の
提
出
場
所
、
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
及
び
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
七
六
一
―
三
一
一
〇

香
川
郡
直
島
町
二
六
二
八
―
一

香
川
県
直
島
環
境
セ
ン
タ
ー

電
話
番
号
〇
八
七
―
八
九
二
―
二
九
八
一

た
だ
し
、
入
札
書
を
入
札
日
に
持
参
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
３
に
記
載
し
た
日
時

及
び
場
所
に
よ
る
。

２

郵
便
又
は
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）

香

川

県

報

平
成
十
七
年
一
月
二
十
八
日

（
第
九
二
〇
五
号
）

九
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Sum
m
ary

１
N
ature

and
quantity

of
products

to
be
purchased

:Lim
e
1,560,000

kg

２
Tim
e―lim

it
for
tender:

9
:00
a.m
.,
M
arch

24,
2005

３
C
ontact

point
for
the
notice

:N
aoshim

a
Environm

ent
C
enter,

K
agaw

a
Perfectural

G
overnm

ent,
2628―1,

N
aoshim

a―cho,
K
agaw

a―gun,
K
agaw

a―ken,
Japan

761―3110

Tel087 ―892―2981

第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
若
し
く
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
信
書
便

事
業
者
に
よ
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
書
便
（
以
下
「
信
書
便
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
入
札

可
と
す
る
。
た
だ
し
、
郵
便
書
留
又
は
信
書
便
で
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
を
用
い
、
か
つ
、
親
展
の

封
書
で
送
付
さ
れ
る
も
の
に
限
る
（
郵
便
又
は
信
書
便
（
以
下
「
郵
便
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
入

札
書
の
受
領
期
限
は
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
三
日
午
後
五
時
ま
で
と
す
る
。
）
。

３

入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
七
年
三
月
二
十
四
日
午
前
九
時

郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
〇

高
松
市
番
町
四
丁
目

一
番
一
〇
号

香
川
県
庁
北
館
三
階
入
札
室

五

そ
の
他

１

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

３

入
札
の
無
効

本
公
告
に
示
し
た
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
、
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行

し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
及
び
規
則
第
百
七
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
入
札
は
、
無

効
と
す
る
。

４

入
札
又
は
開
札
の
取
消
し
又
は
延
期

天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
又
は
入
札
に
関
し
不
正
行
為
が
あ
る
等
に
よ
り
明

ら
か
に
競
争
の
実
効
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
入
札
又
は
開
札
を
取
り
消
し
、
又
は
延
期
す

る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
入
札
又
は
開
札
の
取
消
し
又
は
延
期
に
よ
る
損
害
は
、
入
札
者
の
負

担
と
す
る
。

５

落
札
者
の
決
定
方
法

規
則
第
百
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低

価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
入
札
者
を
落
札
者
と
す
る
。
な
お
、
契
約
時
に
入
札
価
格
の

内
訳
書
の
提
出
及
び
事
情
聴
取
を
求
め
る
場
合
が
あ
る
。

６

落
札
の
無
効

落
札
者
は
、
落
札
決
定
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

こ
の
期
間
内
に
落
札
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
契
約
書
を
作
成
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
落

札
は
、
無
効
と
す
る
。
た
だ
し
、
契
約
書
を
郵
便
等
に
よ
り
送
付
す
る
場
合
そ
の
他
や
む
を
得
な
い

理
由
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

予
約
完
結
権
の
譲
渡

落
札
者
は
、
落
札
決
定
後
契
約
締
結
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
予
約
完
結
権
を
第
三
者
に
譲
渡
し
て

は
な
ら
な
い
。

８

契
約
書
作
成
の
要
否

要

９

本
件
入
札
は
、
そ
の
契
約
に
係
る
予
算
が
議
会
で
可
決
さ
れ
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
以
降
で
当

該
予
算
の
執
行
が
可
能
と
な
っ
た
と
き
に
、
効
力
が
生
ず
る
。

１０

そ
の
他

詳
細
は
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

●
香
川
県
公
告
第
五
十
二
号

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
（
以
下
「
入
札
」
と
い
う
。
）
を
行
う
の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
関
す
る

香
川
県
会
計
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
香
川
県
規
則
第
八
十
五
号
）
第
六
条
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
ら
れ
た
香
川
県
会
計
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
香
川
県
規
則
第
十
九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い

う
。
）
第
百
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、
本
公
告
に
お
け
る
調
達
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
（
世
界
貿
易
機
関
）
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

（
平
成
七
年
条
約
第
二
十
三
号
）
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
十
七
年
一
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

調
達
内
容

１

購
入
等
件
名
及
び
予
定
数
量

炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

六
、
二
四
〇
、
〇
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム

２

調
達
案
件
の
特
質
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

３

納
入
期
間

平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

４

納
入
場
所

小
豆
郡
土
庄
町
豊
島
家
浦

５

入
札
方
法

入
札
金
額
は
、
対
象
物
品
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
の
単
価
を
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
、
落
札
決
定

香

川

県

報

平
成
十
七
年
一
月
二
十
八
日

（
第
九
二
〇
五
号
）

一
〇



に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
額
を
加

算
し
た
金
額
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課

税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
金
額
の
百
五
分
の
百
に

相
当
す
る
金
額
（
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
は
、
小
数
点
第
二
位
ま
で
の
額
）
を
入
札
書
に
記

載
す
る
こ
と
。

二

入
札
参
加
資
格

次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
。

１

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し

な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
契
約
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
に
お
い
て
、
本
公
告
日
現

在
Ａ
級
に
格
付
け
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

な
お
、
本
公
告
日
現
在
Ａ
級
に
格
付
け
さ
れ
て
い
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
七
年
三
月
七
日

ま
で
に
「
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
」
を
香
川
県
出
納
局
会
計
課
に
提
出
し
て
、
Ａ
級
格
付

け
の
可
否
の
審
査
を
受
け
る
こ
と
。

３

県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
の
措
置
を
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る

こ
と
。

４

本
公
告
に
係
る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
。

５

過
去
三
年
間
（
平
成
十
四
年
一
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
十
七
年
一
月
二
十
七
日
ま
で
の
間
を
い

う
。
）
に
お
い
て
、
本
公
告
に
示
し
た
購
入
物
品
と
同
種
又
は
類
似
物
品
の
販
売
実
績
が
あ
る
こ
と
。

６

本
公
告
に
示
し
た
購
入
物
品
の
規
格
に
合
致
し
た
物
品
を
確
実
に
納
入
し
得
る
こ
と
を
証
明
し
た

者
で
あ
る
こ
と
。

三

入
札
者
に
要
求
さ
れ
る
事
項

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
二
の
５
及
び
６
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

を
平
成
十
七
年
三
月
七
日
午
後
五
時
ま
で
に
四
の
１
の
場
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

入
札
者
は
、
当
該
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
書
類
を
審
査
し
た
結
果
、
当
該
物
品
を
適
切
か
つ
確
実
に
納
入
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
認
め
ら
れ
た
者
に
限
り
入
札
の
対
象
と
す
る
。

四

入
札
書
の
提
出
場
所
等

１

入
札
書
の
提
出
場
所
、
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
及
び
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
七
六
一
―
三
一
一
〇

香
川
郡
直
島
町
二
六
二
八
―
一

香
川
県
直
島
環
境
セ
ン
タ
ー

電
話
番
号
〇
八
七
―
八
九
二
―
二
九
八
一

た
だ
し
、
入
札
書
を
入
札
日
に
持
参
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
３
に
記
載
し
た
日
時

及
び
場
所
に
よ
る
。

２

郵
便
又
は
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）

第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
若
し
く
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
信
書
便

事
業
者
に
よ
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
書
便
（
以
下
「
信
書
便
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
入
札

可
と
す
る
。
た
だ
し
、
郵
便
書
留
又
は
信
書
便
で
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
を
用
い
、
か
つ
、
親
展
の

封
書
で
送
付
さ
れ
る
も
の
に
限
る
（
郵
便
又
は
信
書
便
（
以
下
「
郵
便
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
入

札
書
の
受
領
期
限
は
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
三
日
午
後
五
時
ま
で
と
す
る
。
）
。

３

入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
七
年
三
月
二
十
四
日
午
前
十
時

郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
〇

高
松
市
番
町
四
丁
目

一
番
一
〇
号

香
川
県
庁
北
館
三
階
入
札
室

五

そ
の
他

１

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

３

入
札
の
無
効

本
公
告
に
示
し
た
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
、
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行

し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
及
び
規
則
第
百
七
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
入
札
は
、
無

効
と
す
る
。

４

入
札
又
は
開
札
の
取
消
し
又
は
延
期

天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
又
は
入
札
に
関
し
不
正
行
為
が
あ
る
等
に
よ
り
明

ら
か
に
競
争
の
実
効
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
入
札
又
は
開
札
を
取
り
消
し
、
又
は
延
期
す

る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
入
札
又
は
開
札
の
取
消
し
又
は
延
期
に
よ
る
損
害
は
、
入
札
者
の
負

担
と
す
る
。

５

落
札
者
の
決
定
方
法

規
則
第
百
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低

価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
入
札
者
を
落
札
者
と
す
る
。
な
お
、
契
約
時
に
入
札
価
格
の

内
訳
書
の
提
出
及
び
事
情
聴
取
を
求
め
る
場
合
が
あ
る
。

香

川

県

報

平
成
十
七
年
一
月
二
十
八
日

（
第
九
二
〇
五
号
）

一
一



六

Sum
m
ary

１
N
ature

and
quantity

of
products

to
be
purchased:C

alcium
carbonate

6,240,000kg

２
Tim
e ―lim

it
for
tender:10

:00
a.m
.,
M
arch

24,
2005

３
C
ontact

point
for
the
notice

:N
aoshim

a
Environm

ent
C
enter,

K
agaw

a
Perfectural

G
overnm

ent,
2628―1,

N
aoshim

a―cho,
K
agaw

a―gun,
K
agaw

a―ken,
Japan

761－
3110

Tel087 ―892―2981

６

落
札
の
無
効

落
札
者
は
、
落
札
決
定
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

こ
の
期
間
内
に
落
札
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
契
約
書
を
作
成
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
落

札
は
、
無
効
と
す
る
。
た
だ
し
、
契
約
書
を
郵
便
等
に
よ
り
送
付
す
る
場
合
そ
の
他
や
む
を
得
な
い

理
由
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

予
約
完
結
権
の
譲
渡

落
札
者
は
、
落
札
決
定
後
契
約
締
結
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
予
約
完
結
権
を
第
三
者
に
譲
渡
し
て

は
な
ら
な
い
。

８

契
約
書
作
成
の
要
否

要

９

本
件
入
札
は
、
そ
の
契
約
に
係
る
予
算
が
議
会
で
可
決
さ
れ
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
以
降
で
当

該
予
算
の
執
行
が
可
能
と
な
っ
た
と
き
に
、
効
力
が
生
ず
る
。

１０

そ
の
他

詳
細
は
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

●
香
川
県
公
告
第
五
十
三
号

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
（
以
下
「
入
札
」
と
い
う
。
）
を
行
う
の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
関
す
る

香
川
県
会
計
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
香
川
県
規
則
第
八
十
五
号
）
第
六
条
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
ら
れ
た
香
川
県
会
計
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
香
川
県
規
則
第
十
九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い

う
。
）
第
百
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、
本
公
告
に
お
け
る
調
達
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
（
世
界
貿
易
機
関
）
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

（
平
成
七
年
条
約
第
二
十
三
号
）
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
十
七
年
一
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

調
達
内
容

１

購
入
等
件
名
及
び
予
定
数
量

炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

四
、
六
八
〇
、
〇
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム

２

調
達
案
件
の
特
質
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

３

納
入
期
間

平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

４

納
入
場
所

香
川
郡
直
島
町

香
川
県
直
島
環
境
セ
ン
タ
ー
内

５

入
札
方
法

入
札
金
額
は
、
対
象
物
品
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
の
単
価
を
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
、
落
札
決
定

に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
額
を
加

算
し
た
金
額
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課

税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
金
額
の
百
五
分
の
百
に

相
当
す
る
金
額
（
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
は
、
小
数
点
第
二
位
ま
で
の
額
）
を
入
札
書
に
記

載
す
る
こ
と
。

二

入
札
参
加
資
格

次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
。

１

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し

な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
契
約
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
に
お
い
て
、
本
公
告
日
現

在
Ａ
級
に
格
付
け
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

な
お
、
本
公
告
日
現
在
Ａ
級
に
格
付
け
さ
れ
て
い
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
七
年
三
月
七
日

ま
で
に
「
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
」
を
香
川
県
出
納
局
会
計
課
に
提
出
し
て
、
Ａ
級
格
付

け
の
可
否
の
審
査
を
受
け
る
こ
と
。

３

県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
の
措
置
を
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る

こ
と
。

４

本
公
告
に
係
る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
。

５

過
去
三
年
間
（
平
成
十
四
年
一
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
十
七
年
一
月
二
十
七
日
ま
で
の
間
を
い

う
。
）
に
お
い
て
、
本
公
告
に
示
し
た
購
入
物
品
と
同
種
又
は
類
似
物
品
の
販
売
実
績
が
あ
る
こ
と
。

６

本
公
告
に
示
し
た
購
入
物
品
の
規
格
に
合
致
し
た
物
品
を
確
実
に
納
入
し
得
る
こ
と
を
証
明
し
た

者
で
あ
る
こ
と
。

三

入
札
者
に
要
求
さ
れ
る
事
項

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
二
の
５
及
び
６
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

を
平
成
十
七
年
三
月
七
日
午
後
五
時
ま
で
に
四
の
１
の
場
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

香

川

県

報

平
成
十
七
年
一
月
二
十
八
日

（
第
九
二
〇
五
号
）

一
二



六

Sum
m
ary

１
N
ature

and
quantity

of
products

to
be
purchased:C

alcium
carbonate

4,680,000kg

２
Tim
e―lim

it
for
tender:

11
:00
a.m
.,
M
arch

24,
2005

３
C
ontact

point
for
the
notice

:N
aoshim

a
Environm

ent
C
enter,

K
agaw

a
Perfectural

G
overnm

ent,
2628―1,

N
aoshim

a―cho,
K
agaw

a―gun,
K
agaw

a―ken,
Japan

761－
3110

Tel087 ―892―29８１

入
札
者
は
、
当
該
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
書
類
を
審
査
し
た
結
果
、
当
該
物
品
を
適
切
か
つ
確
実
に
納
入
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
認
め
ら
れ
た
者
に
限
り
入
札
の
対
象
と
す
る
。

四

入
札
書
の
提
出
場
所
等

１

入
札
書
の
提
出
場
所
、
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
及
び
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
七
六
一
―
三
一
一
〇

香
川
郡
直
島
町
二
六
二
八
―
一

香
川
県
直
島
環
境
セ
ン
タ
ー

電
話
番
号
〇
八
七
―
八
九
二
―
二
九
八
一

た
だ
し
、
入
札
書
を
入
札
日
に
持
参
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
３
に
記
載
し
た
日
時

及
び
場
所
に
よ
る
。

２

郵
便
又
は
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）

第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
若
し
く
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
信
書
便

事
業
者
に
よ
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
書
便
（
以
下
「
信
書
便
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
入
札

可
と
す
る
。
た
だ
し
、
郵
便
書
留
又
は
信
書
便
で
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
を
用
い
、
か
つ
、
親
展
の

封
書
で
送
付
さ
れ
る
も
の
に
限
る
（
郵
便
又
は
信
書
便
（
以
下
「
郵
便
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
入

札
書
の
受
領
期
限
は
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
三
日
午
後
五
時
ま
で
と
す
る
。
）
。

３

入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
七
年
三
月
二
十
四
日
午
前
十
一
時

郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
〇

高
松
市
番
町
四
丁

目
一
番
一
〇
号

香
川
県
庁
北
館
三
階
入
札
室

五

そ
の
他

１

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

３

入
札
の
無
効

本
公
告
に
示
し
た
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
、
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行

し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
及
び
規
則
第
百
七
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
入
札
は
、
無

効
と
す
る
。

４

入
札
又
は
開
札
の
取
消
し
又
は
延
期

天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
又
は
入
札
に
関
し
不
正
行
為
が
あ
る
等
に
よ
り
明

ら
か
に
競
争
の
実
効
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
入
札
又
は
開
札
を
取
り
消
し
、
又
は
延
期
す

る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
入
札
又
は
開
札
の
取
消
し
又
は
延
期
に
よ
る
損
害
は
、
入
札
者
の
負

担
と
す
る
。

５

落
札
者
の
決
定
方
法

規
則
第
百
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低

価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
入
札
者
を
落
札
者
と
す
る
。
な
お
、
契
約
時
に
入
札
価
格
の

内
訳
書
の
提
出
及
び
事
情
聴
取
を
求
め
る
場
合
が
あ
る
。

６

落
札
の
無
効

落
札
者
は
、
落
札
決
定
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

こ
の
期
間
内
に
落
札
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
契
約
書
を
作
成
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
落

札
は
、
無
効
と
す
る
。
た
だ
し
、
契
約
書
を
郵
便
等
に
よ
り
送
付
す
る
場
合
そ
の
他
や
む
を
得
な
い

理
由
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

予
約
完
結
権
の
譲
渡

落
札
者
は
、
落
札
決
定
後
契
約
締
結
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
予
約
完
結
権
を
第
三
者
に
譲
渡
し
て

は
な
ら
な
い
。

８

契
約
書
作
成
の
要
否

要

９

本
件
入
札
は
、
そ
の
契
約
に
係
る
予
算
が
議
会
で
可
決
さ
れ
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
以
降
で
当

該
予
算
の
執
行
が
可
能
と
な
っ
た
と
き
に
、
効
力
が
生
ず
る
。

１０

そ
の
他

詳
細
は
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

●
香
川
県
公
告
第
五
十
四
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
市
が
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
事

業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
一
月
十
四
日
同
意
し
た
。

平
成
十
七
年
一
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香

川

県

報

平
成
十
七
年
一
月
二
十
八
日

（
第
九
二
〇
五
号
）
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三



古紙配合率70％ 
白色度72％再生紙を使用しています 

●
香
川
県
公
告
第
五
十
五
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
先
代
池

土
地
改
良
区
か
ら
役
員
の
退
任
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
一
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

役
員
の

氏

名

住

所

退

任

年

月

日

種

類

理

事

秋
本

貞
男

丸
亀
市
津
森
町
五
〇
〇
番
地

平
成
一
六
、
一
二
、
一
五

●
香
川
県
公
告
第
五
十
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
経

営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
（
山
田
地
区
）
第
一
工
区
の
換
地
計
画
を
定
め
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
綾
上
町
建
設
土
木
課
に
お
い
て
平
成
十
七
年
二
月
四
日
か
ら
同
月
二
十
四
日
ま
で
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
一
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二
号

の
規
定
に
よ
り
、
老
人
ホ
ー
ム
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
老
人
ホ
ー
ム
と
し
て
次
の
と
お

り
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
一
月
二
十
八
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

竹

�

克

彦

市

名

土

地

改

良

事

業

名

さ
ぬ
き
市

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
片
山
頭
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
本
村
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
中
村
北
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
白
羽
北
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
馬
次
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
住
吉
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
成
山
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
上
新
開
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
北
山
下
池
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
能
徳
池
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
東
王
田
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
岡
村
池
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
天
野
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
新
田
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
中
央
通
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
花
池
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
谷
池
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
山
脇
上
池
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
中
尾
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
藤
井
池
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
下
所
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
坊
丁
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
広
瀬
地
区

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
グ
ラ
ン
ド
ガ

ー
デ
ン

坂
出
市
加
茂
町
六
二
八
―
六

平
成
十
七
年
一
月
二
十
一
日

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http : //www.pref.kagawa.jp/

平
成
十
七
年
一
月
二
十
八
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所

香

川

県

庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

香

川

県

報

平
成
十
七
年
一
月
二
十
八
日

（
第
九
二
〇
五
号
）

一
四


